
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）（抄）

第九条 他の国内の会社の株式（社員の持分を含む。以下同じ。）を所有することにより事

業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。 

２ 会社（外国会社を含む。以下同じ。）は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有す

ることにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはなら

ない。 

３ 前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該

会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相

当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因す

る他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のあ

る相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に

大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。 

４ 次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額（公正取引委員会規則で定め

る方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。）で国内の会社に係る

ものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げ

る金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終

了の日から三月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその

子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、当

該会社が他の会社の子会社である場合は、この限りでない。 

一 子会社の株式の取得価額（最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、

その価額）の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社

（次号において「持株会社」という。）六千億円 

二 銀行業、保険業又は第一種金融商品取引業（金融商品取引法 （昭和二十三年法律第

二十五号）第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。次条第三項及び

第四項において同じ。）を営む会社（持株会社を除く。）八兆円 

 三 前二号に掲げる会社以外の会社二兆円 

５ 前二項において「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内

の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の

一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、

当該会社の子会社とみなす。 

６ 前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会

社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関

する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗するこ

とができない株式に係る議決権を含むものとする。 

参考資料 

- 1 - 



７ 新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において第四項に規定する場合に該当

するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から三十日以内

に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。 
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